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東松島市教育委員会 

  



令和５年東松島市教育委員会１２月定例会会議録 

 

１ 招集日時 令和５年１２月２２日（金） 午前９時００分 

 

２ 招集場所 東松島市役所 ３階 第３委員会室 

 

３ 出席者 教育長 志小田 美弘  委 員 木村 和彦  委 員 鹿野 あい子 

  委 員 福田 ゆかり 

 

４ 傍 聴 者 なし 

 

５ 説明のため出席した者 教育部長           小山 哲哉 

学校教育管理監     村岡  太 

               教育総務課長            樋熊 利将 

教育総務課長補佐          千葉 純一 

    教育総務課教育総務係     内海 直樹 

    生涯学習課長     五ノ井 勝浩 

     

６ 議事日程         配布資料のとおり 

 

７ 本委員会書記  教育総務課長補佐       千葉 純一 

 

８ 開 会 午前９時００分 

 

９ 会議録署名委員の指名 

教 育 長 福田委員、鹿野委員を指名する。 

  

10 前回会議録の承認 

教 育 長 （委員全員に諮って）承認する。 

 

11 報 告 

（１）教育行政報告 

教 育 部 長  （教育行政報告一覧表等に基づき説明） 

（ 質 疑 ） （質疑なし） 

（２）事務局報告事項 

教育総務課長 １２月４日、JA 津軽みらいりんご寄付贈呈式が行われ、東小学校の６年生２人が参加

した。翌日、本市の小学生全員にりんご１個を配布した。 

生涯学習課長 １２月９日、県スポーツ推進委員初任者研修会が利府総合体育館で行われ、本市から

２人参加した。本市の木村委員が講師として出席している 

１２月１８日から、赤井官衙遺跡の発掘物を赤井市民センターでミニ展示している。 

１月７日、令和６年二十歳を祝う会を午後１時３０分から開催するので委員皆様の出

席よろしくお願いします。 

教 育 部 長  大曲小の建替え工事については、令和５年度から令和７年度までを予定している。

現在、仮設校舎を建築しており、年明けから仮設校舎での授業が始まる。その後、現

在の北校舎を解体し、新校舎を建築する。新校舎が完成後に現在の西校舎を解体する

予定となっている。 

学校教育管理監  １２月１９日、今年度２回目となる未来中学区の０学年プロジェクトを開催し、鳴



瀬未来中学校を会場に宮野森小学校の６年生と鳴瀬桜華小の６年生が混合したクラス

を編成し、中学校教師の授業を受けた。本市の小中連携推進委員に授業の様子を見学

頂いた。年明け３回目を実施する予定であるので委員皆様にも見学頂きたい。 

 １２月１６日、英検チャレンジ学習会を西市民センターで開催した。年明け１月１

３日に試験前最後の学習会を開催する。 

 

12 議 事 

報告第２号   東松島市学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則につ 

いて  

教育総務課長 令和３年１２月２０日に制定した東松島市学校給食費の管理に関する条例施行規則

について、子育て世帯の生活支援を実施するため、学校給食費を改定する必要があ

り、所要の改正を行うこととしたので報告するものである。 

（報告第２号関係資料に基づき説明） 

（ 質 疑 ） （質疑なし） 

 

承認第 13 号   専決処分した事件（東松島市社会体育施設条例の一部を改正する条例につい 

て）の承認について 

生涯学習課長 専決処分した事件（東松島市社会体育施設条例の一部を改正する条例について）の

承認について御説明申し上げる。本件は、市長から地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第２９条の規定に基づく意見を求められたが、教育長に対する事務委任規則

第４条第１項の規定により、異議のない旨専決処分したので報告し承認を求めるもの

である。 

（承認第１３号関係資料に基づき説明） 

（ 質 疑 ） （質疑なし） 

教 育 長 （委員全員に諮って）承認可決する。 

 

承認第 14 号   専決処分した事件（東松島市奥松島運動公園の指定管理者の指定について） 

の承認について 

生涯学習課長 専決処分した事件（東松島市奥松島運動公園の指定管理者の指定について）の承認

について御説明申し上げる。本件は、市長から地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第２９条の規定に基づく意見を求められたが、教育長に対する事務委任規則第４

条第１項の規定により、異議のない旨専決処分したので報告し承認を求めるものであ

る。 

（承認第１４号関係資料に基づき説明） 

（ 質 疑 ） （質疑なし） 

教 育 長 （委員全員に諮って）承認可決する。 

 

承認第 15 号   専決処分した事件（令和５年度一般会計補正予算（第７号）（教育委員会事務 

に係る部分））の承認について 

教育総務課長 専決処分した事件（令和５年度一般会計補正予算（第７号）（教育委員会事務に係る

部分））の承認について御説明申し上げる。本件は、市長から地方教育行政の組織及び

運営に関する法律第２９条の規定に基づく意見を求められたが、教育長に対する事務

委任規則第４条第１項の規定により、異議のない旨専決処分したので報告し承認を求



めるものである。 

（承認第１５号関係資料に基づき説明） 

生涯学習課長 （承認第１５号関係資料に基づき説明） 

木 村 委 員 矢本東小学校のエアコンの設計について、来年度の暑い時期に間に合うのか。 

教育総務課長 今年度で設計し、来年度で工事を実施するが、夏までには完成しないので来年度は

リースのエアコンを設置し対応する。 

教 育 長 （委員全員に諮って）承認可決する。 

 

議案第 29 号   東松島市社会体育施設管理運営規則の一部を改正する規則について 

生涯学習課長 東松島市社会体育施設管理運営規則の一部を改正する規則について御説明申し上げ

る。今回の規則改正は、東松島市鷹来の森運動公園に令和６年１月完成予定のスケー

トボードパークについて完成後の供用開始に向け、当該施設を東松島市社会体育施設

条例（平成１７年東松島市条例第８０号）に位置づけるに伴い、利用許可の申請及び

手続き、取消し等について、所要の改正を行うものである。 

（議案第２９号関係資料に基づき説明） 

木 村 委 員 利用申請して、すぐに許可されるのか。 

生涯学習課長 即発行する。 

木 村 委 員 どこに申請するのか。 

生涯学習課長 生涯学習課となる。 

木 村 委 員 直接施設に行くこともあると思うがその場合どうなるか。 

生涯学習課長 完成から供用開始の４月１日までの期間は、許可なくフリーで利用可能であるので

その間に、現地において使用許可についての周知を行う。 

福 田 委 員 利用登録証の有効期限はあるのか。 

生涯学習課長 有効期限はない。 

福 田 委 員 施設の利用時間が、午前８時３０分から日没までとなっているが日没とした理由

は。 

生涯学習課長 ナイター照明がないこともあり、安全と季節を考慮して鷹来の森運動公園の利用時

間内において日没までとしている。 

木 村 委 員 土日の利用登録申請はどうなるか。 

生涯学習課長 現在、スマホ等で申請や利用登録者証の発行をできないか検討中であるが、土日に

ついては施設の管理人も対応できるようにしたい。 

教 育 長 （委員全員に諮って）承認可決する。 

 

議案第 30 号   東松島市私立幼稚園振興補助金交付要綱の一部を改正する訓令について 

議案第 31 号   東松島市副食費の実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱の一部を改正する 

訓令について 

教 育 長 議案第 30 号専東松島市私立幼稚園振興補助金交付要綱の一部を改正する訓令につ

いて、議案第 31 号東松島市副食費の実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱の一部を

改正する 

訓令については関連があるので一括した議題とする。 

教育総務課長 東松島市私立幼稚園振興補助金交付要綱の一部を改正する訓令について御説明申し



上げる。平成２７年４月から、幼児期の教育・保育支援の質と量の向上を目指す、子ど

も・子育て支援新制度が実施され、「幼稚園」は、①新制度開始前と同様に、在園児か

らの保育料と私学助成の補助により施設運営を行う「私学助成園」と、②子ども・子育

て支援法に基づく施設の確認を受けて国が定める公定価格により算出された施設型給

付費を受給し施設運営を行う「新制度幼稚園」（特定教育・保育施設）の、財源の違う

２つの幼稚園に分かれた。振興補助金については、私立幼稚園の教育活動の振興に資

するため、幼稚園の費用負担を軽減し、公立幼稚園との運営費の差を解消する趣旨で

補助金を交付しているが、新制度幼稚園については、国基準の公定価格により施設型

給付費が毎月給付されることから、公立幼稚園と同等規模の運営費となるものと思料

される。そのため、本訓令の補助対象から新制度幼稚園を除く必要があることから、

所要の改正を行うものである。次に、東松島市副食費の実費徴収に係る補足給付補助

金交付要綱の一部を改正する訓令について御説明申し上げる。平成２７年４月から開

始された子ども・子育て支援新制度により、国が定める公定価格により算出された施

設型給付費を受給し施設運営を行う「新制度幼稚園」及び「認定こども園」について

は、毎月施設に対して施設型給付費を給付することとなる。施設型給付費の中には、

現在「東松島市副食費の実費徴収に係る補足給付補助金交付要綱」により補助してい

る副食費の補足給付分も含まれていることから、本訓令の補助対象から認定こども園

及び新制度幼稚園を除く必要があるため、所要の改正を行うものである。 

（議案第３０号及び議案第３１号関係資料に基づき説明） 

木 村 委 員 新制度幼稚園となるのは、矢本はなぶさ幼稚園だけか。 

教育総務課長 令和６年４月から新制度幼稚園となるのは矢本はなぶさ幼稚園だけであり、その他

の園から新制度幼稚園として運営したいという話は今のところない。 

教 育 長 （委員全員に諮って）承認可決する。 

 

13 その他 

鹿 野 委 員 市内小中学校のインフルエンザ等の状況は 

学校教育管理監 １１月のコロナの感染者数は 1 人、インフルエンザの感染者数は６００人を超え

た。学級閉鎖は４７学級、学校閉鎖もあった。プール熱の感染者はいなかった。 

 

14 閉 会   午前１０時００分 

 

   令和６年１月２２日          署名委員 

                    

署名委員                    


